
「（仮称）大分市一人ひとりが互いの人権を尊重し合う社会づくり条

例（案）骨子」に対する市民意見の概要と本市の考え方 

 

 

意見募集期間   令和７年１２月１９日（金）～令和８年１月１６日（金） 

意見提出者数   １１人 

意見件数      ３０件 

 

№ 意見の概要 意見に対する本市の考え 

1 

人権尊重の理念を明確に示す本

条例案と市の取組姿勢を評価してい

る。本条例案が、特定の団体や立場

に偏ることなく、市民全体の人権を

守るための仕組みとして機能するこ

とを期待する。 

本条例案の理念に基づき、特定の団体や

立場に偏ることなく、公正中立に人権施策を

推進し、すべての人が互いの人権を尊重し合

う社会の実現に向けて、あらゆる人権に関す

る課題解決に取り組んでまいります。 

2 

人権施策を進める際には、市民の

多様な価値観や地域の歴史・文化を

尊重し、行政が過度に価値観へ介入

することのないよう、慎重な運用をお

願いしたい。 

公平性と透明性を重視した人権行

政の推進を期待する。 

日本国憲法が保障する基本的人権を念頭

に、人権施策を推進してまいります。 

また、人権施策の推進に関し調査及び審議

するための審議会を設置し、一層の市政運営

における公平性の確保や透明性の向上を図

ってまいります。 

３ 

「一人ひとりが互いの人権を尊重

し合う社会」を目指す理念を明確に

示しており、人権意識の高い市民に

とっては、自身の考えを深める契機

となる内容である。 

本条例案の理念に基づき、一人ひとりが互

いの人権を尊重し合う社会の実現に向けて、

市民全体の人権意識の向上に向け、人権教

育・啓発等に取り組んでまいります。 

4 

「人権意識の高揚」「尊重し合う」と

いう表現は抽象的で、人権問題に日

頃関心がない市民には、具体的な行

動や考え方が伝わりにくい。市民活

動及び啓発活動への言及を充実さ

せることで、行政だけでなく市民も主

体的に関わることが明確になると考

える。 

 

本条例案は、人権施策を推進するにあたっ

ての基本的な考え方や方向性を示すもので

あり、具体的な考え方、取組内容については、

基本計画等の中で明らかにしてまいります。 

また、市、市民、事業者が共に協力して、差

別のない、一人ひとりが互いの人権を尊重し

合う社会を実現するための取組（講演会、講

座、イベント等）を行い、その周知を図るなど、

あらゆる機会を通じて人権教育及び人権啓

発を推進してまいります。 



５ 

審議会の委員の選定にあたって

は、必ず公募枠を設けてほしい。ま

た、多様性を尊重し合う社会を実現

するため、各人権課題の当事者（障

がい者等）を、必ず委員に含めてほ

しい。 

人権問題が複雑かつ多様化しており、個別

の人権課題に対応した当事者の方で構成す

ることが困難になりつつあります。このような

状況を踏まえ、審議会は、公募枠を設けず、

大学教員、弁護士、人権擁護委員のほか、複

数の人権課題に関連する団体の方（自治会、

民生委員児童委員、医師会等）、関係行政機

関の職員等を中心に構成し、様々な当事者の

方のご意見を人権施策等に反映していきた

いと考えています。 

６ 

大分市の差別の有無や程度につ

いて客観的なデータに基づく現状評

価が示されていない。 

（同様の意見 外１件） 

本条例案は、人権施策を推進するにあたっ

ての基本的な考え方や方向性を示すもので

す。 

なお、市民の人権に関する考え方等を調査

するため、「人権に関する市民意識調査」を実

施しており、その調査結果を人権施策を効果

的に実施するための基礎資料として活用して

います。また、調査結果については、市ホーム

ページに掲載しています。 

７ 

施策の効果検証のための具体的

な評価指標（KPI）や、到達目標を設

定すべきではないか。 

本条例案は、人権施策を推進するにあたっ

ての基本的な考え方を示すものであり、具体

的な考え方や基本目標、取組内容については

基本計画等の中で明らかにしてまいります。 

また、人権施策の効果を数値等で評価する

ことは困難な面がありますが、市民意識調査

の結果等を踏まえ、人権教育及び人権啓発

を推進してまいります。 

８ 

本条例案は、市民および事業者に

「協力」を求めているが、将来的に同

調圧力や表現の萎縮につながる懸

念がある。人権尊重は強制ではな

く、自発的理解と合意に基づくべきも

のであり、その点を担保する仕組み

が必要である。 

日本国憲法が保障する基本的人権を念頭

に、人権施策を推進してまいります。 

また、人権施策の推進に関し調査及び審議

するための審議会を設置し、一層の市政運営

における公平性の確保や透明性の向上を図

ってまいります。 

９ 

本条例案に基づく施策の効果検

証の方法、見直しの仕組み等につい

て考えておくべき。 

 人権施策を総合的かつ計画的に実施する

ための基本計画を策定するとともに、これに

基づく施策については、随時見直しを図って

まいります。 



１０ 

現代では、差別を感じることは少

なく、大人でも差別について知らな

い人が多い。差別を教えることで逆

に差別意識が生まれるのではない

か。 

今なお、様々な差別が存在しています。差

別を助長することのないよう、本条例案の理

念に基づき、一人ひとりが人権問題を正しく

理解し、人権意識の高揚に努める必要がある

と考えております。 

１１ 

「審議会は、委員 17人以内をもっ

て組織する」とあるが、17人という人

数の根拠はあるのか。 

人権問題が複雑かつ多様化している状況

を踏まえ、各種人権課題に十分な対応ができ

るよう、委員を 17人以内としました。 

１２ 

 審議会の委員の信念信条に偏りが

あることのないよう選任してほしい。 

審議会は、大学教員、弁護士、人権擁護委

員のほか、複数の人権課題に関連する団体

の方（自治会、民生委員児童委員、医師会

等）、関係行政機関の職員等を中心に構成

し、様々な当事者の方のご意見を人権施策等

に反映していきたいと考えています。 

１３ 

審議会の委員の再任については、

権限の増強につながるため反対す

る。 

審議会は人権施策について調査及び審議

するために設置するものです。委員の再任に

ついては、条例等の規定に基づき、適切に対

応してまいります。 

１４ 

過度な外国人受入れ等は慎重に

検討されるべき。 

（同様の意見 外２件） 

本条例案は、日本国憲法が保障する基本

的人権の尊重を念頭に一人ひとりが互いの

人権を尊重し合う社会の実現を目指してお

り、そのための基本的な考え方や方向性を規

定しようとするものです。 

１５ 

性的指向・性自認等については慎

重に検討されるべき。 

（同様の意見 外４件） 

１６ 

土葬問題などの信条、価値観等の

相違から生じる対立はどのように解

決されるのか。 

（同様の意見 外２件） 

１７ 

基本的人権は守られるべきとは思

うが、尊重し合いすぎると窮屈になる

のではないか。 

１８ 

このような条例を制定する必要が

あるのか。 

（同様の意見 外１件） 

国際化、情報化、少子高齢化の進展に伴

い、人権に関する問題はより複雑かつ多様化

しています。これらの状況を踏まえ、本条例を

制定し、市民一人ひとりが人権尊重の意識を

持ち、差別は許されないという認識のもと行

動していくことの重要性を示す必要がありま

す。 

 


